
（平成２１年１月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認群馬地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



群馬国民年金 事案 350   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和42年４月から同年10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から同年 10 月まで 

昭和 42 年３月に会社を辞め、厚生年金保険の資格を喪失したので、国

民年金に加入した。申立期間の国民年金保険料も納付していたはずなの

で、申立期間について国民年金に未加入であり保険料の納付は確認でき

ないとの社会保険事務所からの回答には納得がいかない。 

                                      

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人は昭和 42 年 11 月に国民年金に任意加入

し、申立期間については未加入とされているところ、申立人の所持する国

民年金手帳では、申立期間の国民年金保険料が納付されたことを示すＡ市

（当時）の検認印が、いったん押された後に斜線を引かれて訂正されてい

るほか、社会保険庁の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）でも、申立期間

のうち、42 年４月から同年９月までの保険料に係る納付印に二重線が引か

れて訂正され、同年 10 月の欄には「当月以前記録不要」と押印されている。

このため、申立期間については、当初、Ａ市役所（当時）において国民年

金加入期間とされ保険料も納付されたものの、後に資格取得日が訂正され

て未加入期間となったものと推認される。しかし、保険料が納付された後

に未加入期間と訂正されたのであれば、保険料は還付されなければならな

いにもかかわらず、社会保険庁の国民年金被保険者台帳（特殊台帳）及び

国民年金保険料還付整理簿において、申立人の申立期間の保険料が還付さ

れた記録は無い。 

また、申立期間において、申立人は国民年金の強制加入の対象であり、

国民年金保険料の納付済期間とされていた申立期間を未加入期間として訂



正すべき理由は見当たらない上、前述のとおり申立期間の保険料が還付さ

れた形跡もうかがえないことから、申立期間は納付済期間となるべきもの

と思料される。 

さらに、Ｂ市役所の国民年金被保険者名簿においては、申立人の資格取

得日は昭和 42 年 11 月 30 日となっているものの、申立期間の保険料が納付

済みとされているなど、行政側の記録管理に適正を欠く部分が見受けられ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                   

  

群馬厚生年金 事案 187 

  

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格

取得日に係る記録を昭和 33 年４月１日、資格喪失日に係る記録を 37 年

11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 33 年４月から 35 年９月

までは１万 6,000 円、37 年８月から同年 10 月までは２万 2,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していたか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 33 年４月１日から 35 年 10 月１日まで 

             ② 昭和 37 年８月１日から同年 11 月１日まで 

    Ａ社に勤務していたころの厚生年金保険の加入記録を確認したところ、

一部加入期間が無い旨の回答を受けた。同社では、入社から退社するま

での間、途中、転勤はあったものの継続して勤務しており、加入記録に

空白があるのは考えられない。給料からも空白無く保険料を控除されて

いた記憶がある。同僚も複数名記憶しているので、私が継続して勤務し

ていたことを確認してもらい、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し

（昭和 33 年４月１日にＡ社Ｃ工場から同社Ｂ支店に異動し、37 年 11 月

１日に同社Ｂ支店から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額は、申立期間①については、申立人と同

世代・同性・同職種の同僚の記録から推定し、１万 6,000 円、申立期間②

については、昭和 37 年８月１日の社会保険庁の記録から２万 2,000 円と

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、当該事業所は既に閉鎖しており、当時の事業主も死

亡しているため、確認することができず、このほかに確認できる関連資料



                   

  

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の得喪に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

群馬国民年金 事案 348 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年２月から 56 年９月までの期間及び 57 年８月から 60

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等    

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日   ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 54 年２月から 56 年９月まで 

申 立 期 間  ： ② 昭和 57 年８月から 60 年３月まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 54 年２月から 56 年９月までの期間及び

57 年８月から 60 年３月までの期間の国民年金保険料について未納とさ

れているが納得できない。夫と同様に口座振替で納付していたはずで

あり、当時、保険料が引き落とされていたことを通帳で確認している

が、通帳は引っ越しの際に処分してしまった。金額等について記憶が

無いが、夫の保険料が納付済みになっているのに自分の分だけ未納と

されているのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金保険料を納付していたと主張し

ているが、保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告

書等)は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   また、申立人は、昭和 53 年２月 21 日に厚生年金保険被保険者となった

ことにより、国民年金被保険者資格の喪失の届出を同年３月に行ったこと

が、市役所保有の国民年金被保険者名簿に記録されている。一方、厚生年

金保険の資格を喪失した場合、再度国民年金に加入する手続が必要である

ところ、市役所保有の被保険者名簿には、その加入の手続が行われたのが

60 年２月である旨の記載があり、さかのぼって国民年金に加入した経緯

が確認できることから、当該届出までは、53 年２月 21 日に国民年金被保

険者資格を喪失したままの状態であったと推認でき、国民年金保険料を納



                      

  

付できなかったものと思料される。 

さらに、昭和 60 年２月に国民年金への加入の届出がなされた時点では、

申立期間①の全期間及び申立期間②の一部については時効により国民年金

保険料を納付することはできない。 

   加えて、申立期間②のうち昭和 60 年２月の時点で時効にかかっておら

ず国民年金保険料をさかのぼって納付できる期間についても、市役所保有

の国民年金被保険者名簿には「59 年度納付書を送らないで下さい」との

記録があることから、保険料の納付手段である納付書が申立人に対して発

行されなかった可能性もあり、当該期間の保険料が納付されたとは考え難

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

   



                      

  

群馬国民年金 事案 349 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年６月から２年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

     住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年６月から２年１月まで 

平成元年６月にＡ村に転入する前は国民年金保険料は納付していなか

ったが、転入後は保険料を納付していた。当時の保険料額は 8,000 円ぐ

らいだったと思う。税金等もきちんと納付していたので、保険料を納付

しないはずは無い。領収書等は、年金を受給し始めたので、必要ないと

思いすべて破棄してしまったが、申立期間の保険料を納付していたもの

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、国民年金保険料を納付していたと主張し

ているが、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間の保険料の納付をうかがわせる周辺事情が

見当たらない。 

また、申立人は、申立期間について、国民年金保険料を毎月納付し、数

か月分をまとめて納付したことは無いと主張しているところ、当時は制度

上毎月納付ではあったものの、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れたのは申立期間後の平成２年３月であるため、申立期間は当初から国民

年金加入期間であったのではなく、さかのぼって加入期間とされたことが

うかがわれ、加入手続時以降に申立期間の保険料の請求及び納付が行われ

たとすれば、まとめて行われたものと考えられることから、毎月保険料を

納付したとする申立人の主張とは整合しない。 

さらに、記録上、申立人の国民年金保険料は、国民年金手帳記号番号が

払い出される直前の平成２年２月から納付済みとなっており、同年２月以



                      

  

降の保険料納付については、毎月行われたとするのが自然であることから、

保険料を毎月納付していたとの申立てを踏まえると、申立人は保険料を納

付し始めた時期を誤認している可能性も否定できない。 

加えて、村役場保有の国民年金被保険者名簿の備考欄に「過年度納付書

は送ってくれるなと社保へ直接たのんだ。２.10.４」との記載があること

から、申立期間について現年度納期限内に国民年金保険料の納付が行われ

なかったため、社会保険事務所から過年度保険料の納付書が申立人に送付

されたのに対し、申立人が以後の納付書の送付を拒否したことが推認でき、

申立期間について保険料納付が行われたとは考え難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



群馬国民年金 事案 351  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和45年６月から52年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

     住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月から 52 年３月まで 

昭和 45 年４月に子供が産まれ、同年６月ごろ子供のために郵便局に積

立てを始めたとき、郵便局員から母が国民年金のことを聞いてきた。そ

の直後、私が加入手続を役場で行い、国民年金保険料の納付については

町内の組長が自宅に集金に来ていた。妹は私が国民年金に加入していた

事実を知って 51 年７月から国民年金に加入しているし、52 年ごろ友人

と付加年金の話をし、私だけ付加保険料を納付し始めたので、よく調査

してほしい。 

                                      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年６月ごろ、子供の出産をきっかけに国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料の納付を開始したと主張しているが、保険料

を納付するためには国民年金手帳記号番号が払い出されていなければ納付

できないところ、申立人の手帳記号番号の払出しは申立期間後の 52 年５月

であり、申立期間中に申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出された形

跡もうかがえない。 

また、申立人は、郵便局員から「もしものことがあったときに有利」だ

と説明を受けたその母親の勧めで国民年金に加入したと申述しているが、

当時、申立人の国民年金の加入は任意であり、郵便局員が郵便局の金融商

品と競合するような国民年金の任意加入を勧めることは考え難く、国民年

金以外の金融商品等と誤認している可能性も否定できない。 

さらに、申立人は、昭和 52 年当時に友人と共に参加した勉強会で、付加

年金の説明を受け、付加年金に加入したと申述しているところ、友人も付

加年金の話の記憶はあるが、申立人の国民年金の加入時期に関する具体的

な証言は得られない。加えて、申立人から加入を勧められたとするその妹



は 51 年７月から国民年金に加入しているが、当時申立人はＡ県、妹はＢ県

に在住していたこともあり、申立人の国民年金の加入時期や国民年金保険

料の納付状況を推認できる具体的な証言までは得ることができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



群馬国民年金 事案 352 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和40年５月から47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

     住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月から 47 年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を調査したが、申立期間の分が未納であっ

た。納得できず、当時の市役所へ行き調査してもらったが、なぜか妻と

同時の昭和 47 年４月からの納付になっていた。そんなに長期間の滞納が

できるものなのか疑問である上、保険料は２年前までさかのぼって納付

できたはずなのに、そのような通知も無かった。年金には関心があり保

険料を６年間も未納にするとは思えず、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、国民年金保険料を納付していたと主張し

ているが、保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は昭和 40 年ごろ、申立人自身が市役所において国民年金の

加入手続を行い、申立人の国民年金手帳記号番号が夫婦連番で払い出され

た 47 年８月には手続した記憶は無いと申述しているが、申立期間当初から、

同一市内に在住している申立人に対し、市役所が重複して手帳記号番号を

払い出し、別に記録管理をしたとは考え難い。 

さらに、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 47 年８月の時点では、

申立期間の大部分の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



群馬国民年金 事案 353 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和43年 12月から47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

     住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 12 月から 47 年３月まで 

年金問題が話題になる数年前に３年４か月間の国民年金保険料の未納

があることが分かり、社会保険事務所、当時の市役所まで夫に調べに行

ってもらった。一度はあきらめたが、２年ぐらい前から年金の不正等が

報道されるようになり、不信感が強まった。数年勤務した会社の係の方

から、将来のために国民年金に入るように強く言われ、年金の大切さは

よく知っていたので、申立期間の保険料が未納であることはあり得ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、その夫が市役所において国民年金の加入

手続及び国民年金保険料の納付を行ったと主張しているが、保険料を納付

したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、国民年金の加

入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は、その夫が婚姻届をした昭和 42 年ごろに国民年金の加入

手続を行い、申立人の国民年金手帳記号番号が夫婦連番で払い出された 47

年８月には手続した記憶は無いと申述しているが、申立期間当初から同一

市内に在住している申立人に対し、市役所が重複して手帳記号番号を払い

出し、別に記録管理をしたとは考え難い。 

さらに、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 47 年８月の時点では、

申立期間の一部の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



群馬国民年金 事案 354 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和45年４月から47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

     住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 47 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料について免除申請を行ったという話を親か

ら聞いていた。結婚後、自分で保険料を納付することになり、結婚後す

ぐに夫の賞与の一部で、免除になっている期間の分を夫が市役所で追納

した憶えがある。申立期間について、自分で保険料を納付し始めた時期

ということもあり、納付したことは間違いないので調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を、結婚後すぐにその夫の賞与で

市役所に納付したと主張しているが、申立人が申立期間の保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を

納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間は免除期間であり、その期間の国民年金保険料を納付す

るためには、本人からの申出により納付書の交付を受けて納付するなど、

一連の手続が必要であるところ、申立期間の保険料を納付したとする市役

所勤務のその夫は、納付した記憶はあるものの、一連の追納手続や担当課

に相談などした記憶は無いことから、申立期間の保険料を追納したとまで

は推認できない。 

さらに、市役所の国民年金被保険者名簿には、申立人の昭和 47 年４月か

ら 48 年３月までの国民年金保険料が、47 年 12 月にまとめて納付された旨

が記載されていることから、申立人は、その納付を申立期間の分の追納と

誤認している可能性も否定できない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



群馬厚生年金 事案 181 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年７月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 39 年ごろから 41 年ごろまで 

    Ａ社を退職してからＢ社に入社したが、社会保険事務所の厚生年金保

険の加入記録は、Ａ社が昭和 31 年７月１日から 36 年７月 10 日まで、

Ｂ社が同年１月 11 日から同年３月 15 日までとなっており、加入期間

が重複している。このことは不自然であり、Ｂ社に勤務したのは同年

７月から同年 10 月までの期間である。 

また、Ｃ社には昭和 39 年ごろから 41 年ごろまで勤めたが、この期

間に時計を質入れするときに必ず健康保険証を提示したし、野球で右

手親指を捻挫して接骨院に通院したときも健康保険証を使った記憶が

ある。 

これらのことから、申立期間①及び②について厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、申立人に係るＡ社及びＢ社における当時の厚生年

金保険被保険者名簿を確認したところ、そこに記載されている資格取得日

及び喪失日に不自然さは見当たらず、その記録は適正にオンライン記録に

移行処理されている。 

また、申立人のＡ社における退職日について、申立人のＢ社における厚

生年金保険の記録が昭和 36 年１月 11 日から存在することから、申立人は

その日より前にＡ社を退職したことが推認できるところ、Ａ社に勤務して

いた同僚からの「申立人は冬ごろに退職した」旨の証言及び同年６月に入

社した従業員からの「申立人は勤めていなかったと思う」旨の証言がこれ

を裏付けている。 

さらに、申立人はＢ社において記録が存在する期間は勤務しておらず、



  

その後である申立期間①に勤務していたと主張しているが、当時の事業主

及び同僚から証言等を得ることができないことから、これを裏付けること

ができない。しかしながら、同社の事業主が、申立人の主張どおりの勤務

期間を誤って社会保険事務所に届け出るとは考え難いことから、申立人が

実際に勤務していたのは社会保険事務所の記録どおりであることが推認で

きる。 

加えて、これらの状況を踏まえると、Ａ社の事業主は、申立人が昭和

36 年１月にＢ社へ転職したにもかかわらず、申立人に係る厚生年金保険

料の納付を申立人の退職日以降も継続し、後日、申立人に係る同年７月

10 日付けの被保険者資格喪失届を社会保険事務所に提出したことが推認

でき、この結果、申立人の厚生年金保険の加入記録が重複したものと考え

られる。 

このことから、この厚生年金保険の重複記録をもって、申立人が申立期

間①において、Ｂ社に勤務していたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人がＣ社に勤務していたことは、同僚の証言

から推認できるものの、その期間については、同社の事業主は、当時の関

連資料は無く不明としており、雇用保険の加入記録も確認できないことか

ら、これを特定するに至らない。 

また、社会保険事務所が保有している当該事業所に係る健康保険・厚生

年金保険被保険者名簿及び原票に、申立人及び申立人が挙げた同僚の一部

の名前も確認できないことから、同社の事業主が従業員全員を厚生年金保

険に加入させていた状況はうかがえず、申立人のみの厚生年金保険の加入

記録が欠落した事情は見当たらない。 

３ 申立人は申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を保有しておらず、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

群馬厚生年金 事案 182 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険第三種被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年５月 20 日から 25 年５月 17 日まで 

              （Ａ社） 

             ② 昭和 25 年７月１日から 28 年６月 14 日まで 

              （Ｂ社） 

    Ａ社に昭和 23 年５月 20 日から 25 年５月 16 日まで勤務し、Ｂ社に同

年７月１日から 28 年６月 13 日まで勤務したが、この期間について、

厚生年金保険の記録は確認できるものの、被保険者の種別が第一種被

保険者となっている。仕事内容も確かに坑内夫だったので、申立期間

について第三種被保険者として記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①について、社会保険事務所が保有するＡ社に係る健康保険・

厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人を含めた 16 歳未満の従業員

５名のすべてが第一種被保険者であったことが確認できるところ、当時の

労働基準法第 63 条によると、「使用者は、満 18 歳に満たない者を坑内で

労働させてはならない」と規定されていることから、申立人は第三種被保

険者に該当する直接坑内夫として従事していたとは考え難く、当該事業所

において資格取得時の年齢が 16 歳未満の従業員については、間接坑内夫

又は坑外夫として、事業主から第一種被保険者として資格取得の届出が行

われたことがうかがえる。 

 ２ 申立期間②について、申立人はＢ社における仕事内容について「採炭と

仕繰作業に従事していたので坑内夫であった」と主張しているものの、当

時の事業主及び同僚等の証言が得られないことから、申立人の職務内容が

第三種被保険者に該当するか否か不明である。 

また、社会保険事務所が保有するＢ社に係る健康保険・厚生年金保険被



  

保険者名簿によると、申立人及び一緒に勤務していたその父親も第一種被

保険者であったことが確認できるところ、被保険者の種別については、事

業主の判断により決定されるものであることから、申立人及びその父親に

ついては、第一種被保険者であると判断され、事業主がその被保険者種別

により資格取得の届出を行ったことがうかがえる。 

３ なお、申立期間①及び②に係る健康保険・厚生年金保険被保険者名簿に

は、第三種被保険者である場合、直接坑内夫であったことを意味する

「抗」の表示が記されているが、申立人にはその表示は記されていない。 

４ さらに、申立人は第三種被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料は保有していない。 

このほか、申立人の申立期間に係る第三種被保険者としての厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険第三種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 183 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年９月２日から 23 年７月 20 日まで 

             ② 昭和 23 年 11 月１日から 24 年３月 10 日まで 

    昭和 20 年９月にＡ組合に就職した。職種はトラックの運転助手で、

荷物の積み下ろしの作業を行った。同組合から引き続きＢ社に移り、

トラックの運転手の仕事を行った。同年９月２日から 23 年７月 20 日

までの期間及び同年 11 月１日から 24 年３月 10 日までの期間について

厚生年金保険の加入記録が無い。20 年９月から引き続いて保険料は引

かれていた。申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が申立期間に勤務していたと申し立てている事業所は、商業登記

簿及び社会保険庁の記録から、当初はＣ組合であり、その業務は昭和 21

年 12 月５日にＡ組合に引き継がれ、さらに 23 年 11 月１日には同組合が

Ｂ社のほか２事業所に分割されたことが確認できる。 

２ 申立人が、申立期間①において、Ｃ組合であったころから勤務していた

ことは、同僚の証言等から推認できるものの、勤務期間を特定することが

できない。 

また、申立人が挙げた戦後に就職した申立人と同様に運転業務に従事し

ていた同僚全員の厚生年金保険の資格取得日が、申立人と同日の昭和 23

年７月 20 日となっており、当時の状況については、Ｃ組合及びＡ組合は

既に閉鎖されているため、確認することができないものの、申立人のみの

厚生年金保険の加入記録が欠落した事情はうかがえない。 

３ 申立人は申立期間②において、Ａ組合から引き続いてＢ社に勤務してい

たと申し立てているが、このことについて、同僚に対し聞き取り調査を試

みたものの、証言を得られず、推認することができない。 



  

また、社会保険事務所が保有しているＡ組合に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿によると、昭和 23 年 11 月１日の分割に際し、それぞれの

被保険者欄に移行先の健康保険事業所記号が記載されているが、申立人及

び申立人と同様に移行先が厚生年金保険の適用事業所となった時点から加

入記録が無い数名の同僚には、その旨の記載が確認できない。このことか

ら、同組合及びＢ社のほか２事業所は既に閉鎖されているため、その理由

は不明であるものの、申立人を含めこれらの者はＡ組合の分割時には移行

しない取扱いであったことが推認できる。 

さらに、申立人が、分割先であるＢ社において昭和 24 年３月 10 日付け

で厚生年金保険の被保険者資格を取得した際に、新たに別の厚生年金保険

被保険者記号番号が付番されていることから、事業主により分割時である

23 年 11 月１日付けの被保険者資格取得届が提出されたとは考え難く、社

会保険事務所の記録誤りであった事情は見当たらない。 

４ 加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていた事実

を確認できる給与明細書等の資料は保有しておらず、その記憶も曖昧
あいまい

であ

る。 

このほか申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 184 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月 20 日から 39 年３月 20 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間の照会をしたところ、Ａ社

に勤務していた期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。当時の身分

証明書も所有しており、勤務していたことは確かなので、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことは、申立人が所有

していた身分証明書により推認できるものの、その期間については、当時

の事業主は既に死亡している上、当該事業所には申立人に係る関連資料が

保管されておらず、同僚の証言も得られないことから、特定することがで

きない。 

   また、当該事業所の事業主の子息に確認したところ、「現在、社会保険

には加入しておらず、当時も加入していたとは聞いていない」との回答を

得ており、社会保険事務所の記録においても、同社が厚生年金保険の適用

事業所であった形跡は見当たらず、申立人が記憶していた同僚の厚生年金

保険の記録も確認できないことから、申立人が厚生年金保険の被保険者で

あった事情はうかがえない。 

   さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていた事実

を確認できる給与明細書等の資料を保有しておらず、その記憶も明確では

ない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

群馬厚生年金 事案 185 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 22 年９月 30 日から 24 年３月５日まで 

    中学校を卒業後、Ａ社に昭和 21 年から 29 年３月まで事務員として勤

務した。しかし、社会保険事務所で厚生年金保険の加入記録を確認し

たところ、22 年９月 30 日から 24 年３月５日までの記録が無い旨の回

答があった。途中、病気をして欠勤することも無く、勤務地、部署、

仕事内容も変わらなかった。給料から保険料を控除されていた記憶が

あるので、この期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における厚生年金保険の記録は、昭和 21 年３月 29 日に被

保険者資格を取得し、22 年９月 30 日に資格を喪失した後、24 年３月５日

に同社において再度資格取得となっており、申立期間である 22 年９月 30

日から 24 年３月５日までの被保険者記録が無いものの、複数の同僚の証

言により、申立人は申立期間について当該事業所に継続して勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保有する当該事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において、申立人のほか 16 名が昭和 22 年９月

30 日に資格を喪失していることが確認できるが、その理由については、

事業主及びこれらの者からの証言が得られず不明であるものの、事業主か

ら被保険者資格喪失の届出が行われたことがうかがえる一方、申立人が当

該事業所において 24 年３月５日に再度資格を取得した際、新たに別の厚

生年金保険被保険者記号番号が付番されていることから、その資格喪失の

届出が行われたことが裏付けられ、社会保険事務所において申立人の記録

を欠落させた形跡は見当たらない。 

   また、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていた事実を



  

確認できる給与明細書等の資料を保有しておらず、このほか、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

群馬厚生年金 事案 186 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年４月から同年８月 16 日まで 

               （Ａ社） 

② 昭和 35 年８月 26 日から同年 12 月まで 

               （Ａ社） 

③ 昭和 63 年９月１日から 64 年１月まで 

  （Ｂ社） 

    Ａ社について、昭和 35 年４月から同年 12 月まで継続して勤務してい

たが、社会保険庁の記録では同年８月 16 日から同年８月 26 日までの

１か月だけ加入となっている。また、Ｂ社には 63 年９月から 64 年１

月まで勤務していたが、厚生年金保険被保険者記録が無い。64 年１月

分給与明細書によると、社会保険料が控除されている。その給与明細

書の会社名がＣ社となっているが、募集・採用はＢ社であり、支社長、

上司も同社の所属であった。各申立期間について、厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①において、申立人が定時制高校に通いながらＡ社に勤務して

いたことは、同僚の証言により推認できるものの、当該事業所本社に照会

したところ、「当時の資料は残っておらず、証言できる社員もいない」と

の回答であったことから、その雇用形態及び勤務期間については特定でき

ない。 

また、社会保険事務所が保有している当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿によると、昭和 35 年８月 16 日から同年８月 26 日ま

での申立人の加入記録が確認できるが、この期間は定時制高校の夏季休業

期間中であるため、厚生年金保険の被保険者となるべき労働時間の要件を

満たしたことにより、被保険者となったものと考えられ、申立期間①及び



  

②については、その要件を満たしていなかったことが推認でき、申立人が

厚生年金保険被保険者であった事情はうかがえない。 

２ 申立期間③において、申立人はＢ社に勤務していたと申し立てているが、

申立人が当時の同僚の名前を記憶していないことから、健康保険厚生年金

被保険者名簿から同僚調査を行ったが、証言等も得ることができない上、

当該事業所の後継会社の経理担当者は「記録は 10 年前からは残っている

が、当時の状況は不明」と回答していることから、その勤務期間を推認す

ることができない。 

また、申立人が所有していたＢ社の子会社であるＣ社から受けた昭和

64 年１月分給与明細書の控除欄に、１か月分の厚生年金保険料、健康保

険料及び雇用保険料がマイナス表示されていることが確認できる。このこ

とから、各種保険料の１か月分を前月以前にいったん控除したものの、申

立人の退職により、事業主からの被保険者資格取得の届出が行われず、そ

の保険料が還付されたものと考えられる。 

さらに、Ｂ社及びＣ社に係る被保険者縦覧には、申立人の名前は無く、

健康保険整理番号にも欠番は確認できない上、申立人の記録が取り消され

た形跡もうかがえないことから、事業主から申立人に係る厚生年金保険被

保険者資格取得届が提出されたとは考え難い。 

３ 加えて、申立人は各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を保有しておら

ず、このほか、申立人の申し立て期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 188 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成６年 10 月１日から９年３月 26 日まで 

    年金記録の平均標準報酬月額に疑義が生じたので、社会保険事務所に

照会したところ、平成６年 10 月以降の標準報酬月額が 30 万円である旨

の回答があった。Ａ社に長く勤めたが、退職前４､５年は、特に残業せ

ず、毎月ほぼ定額の 32 万 4,000 円の支給を受けていた。標準報酬月額

でみると、32 万円になる。報酬を確認するとともに、訂正願いたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に勤務していたＡ社から提出された申立人に係る平成

６年度分から８年度分までの「被保険者標準報酬決定通知書」によると、

各年５月から７月までの給与支給額の平均額はいずれも標準報酬月額 30

万円となっており、社会保険事務所の記録どおりに事業主により届出され

たことがうかがえ、社会保険事務所が誤って記録した形跡は見当たらない。 

   また、当該事業所の事務担当者は「給与計算と報酬月額算定基礎届は電

算システムにより連動している。保険料についても 30 万円の標準報酬月

額に基づいて控除をしているはずである」と回答しており、申立人が主張

する給与額及び保険料控除額を裏付けることができない。 

さらに、公共職業安定所の失業給付記録によると、60 歳到達前６か月

間の給与支給総額から算出された賃金日額の金額が「10,046 円」となっ

ているところ、その金額から１か月あたりの給与総額を算出すると

「301,380 円」となることから、少なくとも申立人が 60 歳に到達した平

成９年１月の前６か月間の１か月あたりの給与総額も 30 万円前後であっ

たことが確認できる。 



                      

  

なお、申立人は給与支給総額について、当初は 32 万 4,000 円である旨

を主張していたが、その後、38 万 9,700 円、50 万円以上と変更しており、

その主張には一貫性が無い。 

   加えて、申立人はその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等を保

有しておらず、このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

群馬厚生年金 事案 189 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月 10 日から同年 10 月 21 日まで 

    昭和 45 年６月 10 日から同年 10 月 21 日まで勤務していたＡ社の厚生

年金保険の加入期間について照会したところ、記録が無いとの回答が

あった。給与明細書等の資料は無いが、当時の同僚が勤務していたこ

とを証明している。申立期間について厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことは、同社の事業主

の妻は申立人に関する記憶が無いものの、申立人の申述及び厚生年金保険

の記録の存在する申立人と同時期に入退社した同僚の証言により推認でき

る。 

しかしながら、当該事業所及びその事務の委託を受けていた経理事務所

は、当時の書類を保管しておらず、申立人とその同僚の採用条件が相違し

ていたか否かは不明であるが、申立人の「一緒に入社した同僚の業務内容

は店員であり、自分は配送の補助であった」との申述内容からすると、申

立人とその同僚は条件が異なる採用であったことも否定できない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に申立人の

氏名は確認できず、健康保険整理番号にも欠番が無い上、雇用保険の加入

記録も確認できないことから、事業主により申立人に係る被保険者資格取

得届が提出された形跡はうかがえず、社会保険事務所の事務処理誤りをう

かがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料控除の事実が確認でき

る給与明細書等の資料を保有しておらず、その記憶も無い。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

群馬厚生年金 事案 190 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月１日から 28 年 12 月 30 日まで         

    社会保険事務所に老齢年金裁定請求書を提出した際、脱退手当金を受

けているとの回答を受けた。退職後は、一銭も会社からは受けとって

いないし、資格喪失日が昭和 28 年 12 月 30 日であるにもかかわらず、

脱退手当金の支給が 29 年７月６日と半年も後であることから、おかし

いと思う。どうしても納得がいかないので、脱退手当金受給済期間を

厚生年金保険被保険者期間としていただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る旧厚生年金保険被保険者台帳には、当時の申立人の厚生年

金保険被保険者記録に基づき、脱退手当金を計算したことが記録されてお

り、その事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、厚生年金保険被保険者台帳の申立人の氏名は、事業所を退職した

６か月後の昭和 29 年６月 22 日に旧姓から新姓に氏名変更されていること

が、前述の旧台帳により確認できるが、一般的に退職後の氏名変更処理は、

厚生年金保険被保険者資格の再取得の際に行われるところ、申立人にはそ

の後に再取得した記録は無く、申立人の脱退手当金が同年７月６日に支給

決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変更が

行われたものと考えるのが自然である。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後

の昭和 29 年７月６日に支給決定されていることについては、前述の氏名

変更処理を踏まえると、申立人の脱退手当金は婚姻後に請求されたものと

推認でき、その支給決定は婚姻日から約５か月後であり、当時の事務処理

方法から特段の不自然な状況はうかがえない。 



                      

  

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


